
 
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

「障害者等の職場環境整備等支援組織」（生活困窮者分野）の認定等実施要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例（以下

「条例」という。）第十一条の二に規定する「障害者等の職場環境整備等支援組織」

（生活困窮者分野）の認定等について定めるものとする。 
 

（認定の申請） 

第２条 「障害者等の職場環境整備等支援組織（以下「支援組織」という。）」（生

活困窮者分野）の認定を受けようとする者は、認定申請書（様式第１号）及び同様

式に記載する添付資料を知事に提出しなければならない。 

 

（認定の決定） 

第３条 条例第十一条の二に基づき知事が定める基準は、別紙のとおりとする。 

２ 知事は、前条の規定による申請があった場合には、別紙の認定基準に基づき審査

を行うとともに、審査結果を付して、条例第十一条の二の規定により、「障害者等

の職場環境整備等支援組織認定等審議会」の意見を聴くものとする。 

３ 知事は、支援組織の認定をしたときは認定通知書（様式第２号）により、認定し

ないこととしたときは不認定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するもの

とする。 

 

（認定の公表） 

第４条 知事は、支援組織の認定を受けた者について、名簿を作成し公表するものと

する。 

 

（支援組織の活動） 

第５条 支援組織は、府を当事者の一方とする契約に応じようとする事業主から障害

者等の職場環境整備に係る相談があった場合は、公平に応じるよう努めることとす

る。 

２ 支援組織は、前項に規定する相談に応じる又は府を当事者の一方とする契約に応

じた事業主への障がい者等の職場環境整備に係る支援を行うに当たって、障がい者

等及び事業主に金品などの対価を求めてはならない。 

 

（認定事項の変更） 

第６条 支援組織は、その認定事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届

（様式第４号）により、知事に届け出なければならない。 
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（認定の辞退） 

第７条 支援組織が、認定を辞退するときは、辞退届（様式第５号）により、知事に

届け出なければならない。 

 

（報告） 

第８条 支援組織は、知事から条例第十一条の二第三項に規定する報告を求められた

とき又は当該支援組織の活動内容の改善等の指示があったときは、速やかに必要な

対応を行わなければならない。 

 

（認定の取消し） 

第９条 知事は、支援組織の認定を受けた者が、条例第十一条の二第四項に規定する

ほか、次のいずれかに該当すると判断したときは、認定を取り消すことができる。 

（１）支援組織が、その営業を廃止又は休止したとき。 

 （２）申請内容又は添付資料の記載事項を故意に偽ったことが判明したとき。 

 （３）支援組織の活動を行うに当たって、不誠実又は不正な行為があったと知事が 

認めるとき。 

 （４）他の支援組織の活動等を妨害したとき。 

 （５）支援組織が活動を行うに当たって、法令等の規定により官公署の免許、許可

又は認可等必要とする資格を有しなくなったとき。 

 （６）条例第十一条の二第三項に規定する知事からの求めに応じないとき。 

 （７）その他、認定にふさわしくないと知事が認めるとき。 

２ 知事は、前項の規定に基づき、支援組織の認定を取り消すこととしたときは、速

やかに認定取消し通知書（様式第６号）により、当該支援組織に通知するととも

に、その旨を公表するものとする。 

 

（事務） 
第 10条 この要綱に関する事務の所管は、下表のとおりとする。 

 
項目 所管課 
生活困窮者分野 福祉部地域福祉推進室地域福祉課 
その他、審議会への意見聴取等に関すること 福祉部福祉総務課 
 
 
 
 
 
 
附則 
この要綱は、令和２年３月３１日から施行する。 



別紙（第 3条関係） 
 

「障害者等の職場環境整備等支援組織」（生活困窮者分野）の認定基準 

 

１ 資格要件 

 「障害者等の職場環境整備等支援組織」（生活困窮者分野）の認定を受ける者は、以下の資格要件

をすべて満たしていなければならない。 

（１）大阪府の区域内に本社あるいは本部事業所を有していること 

（２）府域全体で活動を行う体制や能力を有していると認められること 

（３）就労に向けた訓練や講習等、就労準備性を高める取組み（以下、「就労訓練等」という。）か 

らジョブマッチング、職場定着支援まで一貫して行っていること 

 

２ 専門要件 

 前項の資格要件をすべて満たしている場合に、「大阪府障害者等の職場環境整備等支援組織認定等

審議会」において、同審議会委員の合議により、専門要件について下表により評価し、各委員の評価

合計点の平均が８点以上に達した場合に、「障害者等の職場環境整備等支援組織」（生活困窮者分野）

として認定するものとする。 

 ただし、委員のうち１人でも評価方針に掲げたいずれかの項目に０点を付けた場合は、評価合計

点は出さず、認定をしないものとする。 

 

表－１（生活困窮者分野） 

評価方針 評価項目 点数 

支援体制 

（３点） 

生活困窮者自立相談支援機関

や、就職者を取り巻く支援者等と

連携し、適切な支援を行える体制

をとっている。 

・豊富な経験を有する支援員が配置され、速

やかに契約事業者への相談に対応できる体

制がある場合：１点 

・市町村や自立相談支援機関との協力体制が

よく構築されている場合：１点を加点する 

・企業などさまざまな団体との協力体制がよ

く構築されている場合：１点を加点する 

団体の実績 

（３点） 

法人等の特色を活かした取組み

やアピールポイントがある。 

 一般就労に向けた目標設定を行

うとともに、就労訓練等を実施し、

高い就職実績をあげている。 

・法人等の特色を活かした取組みやアピール

ポイントがある場合、内容に応じて評価す

る（１～２点） 

・就職者数の目標設定を行い、目標達成に向

け就労訓練等を実施し、指定日前過去３事

業年度の就職者の実績数が 

 ４５０人以上（１５０人以上/年間）：１点 

就職者支援 

（２点） 

就職者が職場に定着できるよう

効果的な取組みを行っている。 

さまざまな課題を抱えた就職者に対応するた

めの、創意工夫や効果的な取組みが認められ

る場合、内容に応じて評価する（１～２点） 

企業支援 

（４点） 

雇用企業が就職者の特性や事情

等に配慮した働きやすい職場環境

を創出できるよう、効果的な取組

みを行っている。 

・企業支援を行っている場合：１点 

・企業支援において創意工夫や成果が認めら

れる場合、内容に応じて評価する（１～２

点を加点する） 

・企業にさまざまな課題をもった人を受け入

れてもらうための提案能力をよく有すると

認められる場合：１点を加点する 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

「障害者等の職場環境整備等支援組織」（生活困窮者分野）認定申請書 

 

                                  年  月  日 

  大阪府知事 様    

 
 
                     所在地又は住所  
                     団体名 
                     代表者氏名                印   

 

 

 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第十一条の二の規定する「障害者等の

職場環境整備等支援組織」の認定について、次のとおり申請します。 

 なお、募集要項に示された申請者資格を満たしているとともに、この申請書及び添付書類は、事

実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 本社又は本部事業所 

（フリガナ） 

名称 

 

 

所在地 
 

担当者 

所属部署  

（フリガナ） 

氏名 

 

 

電話  e-mail  

複数法人等 □ 複数の法人等による申請の場合には☑をして、「1-1グループ構成法人等一覧」に記載。 

 

２ 府域全体での活動内容、府域全体で活動を行うための体制や能力 

 

 

 



様式第１号（第２条関係） 

 

３ 申請する認定分野 

 

 

 

 

 

４ 就労訓練等からジョブマッチング、職場定着支援までの一貫した取組み 

 

 

５ 支援員の配置状況 

支援員数（〇〇年〇月現在） 

 

 

（内訳） 

 

６ 市町村や自立相談支援機関との協力体制が構築されている場合の内容 

 

 

□ 生活困窮者分野 

 人 

 
就職者に対する支援 企業に対する支援 その他事項 

（資格の有無など） 経験年数 主な支援内容 経験年数 主な支援内容 

支援員１ 年 か月   年 か月   

支援員２ 年 か月   年 か月   

支援員３ 年 か月   年 か月   

支援員４ 年 か月   年 か月   

支援員５ 年 か月   年 か月   

支援員６ 年 か月   年 か月   

支援員７ 年 か月   年 か月   

支援員８ 年 か月   年 か月   

支援員９ 年 か月   年 か月   

支援員10 年 か月   年 か月   



様式第１号（第２条関係） 

７ 企業などさまざまな団体との協力体制が構築されている場合の内容 

 

 

８ 法人の特色を活かした取組みやアピールポイント 

 

 

９ 就職者数の目標と実績 

 過去３か年の就職者数 

 

 

 

（内訳） 

 〇〇年度 

〇〇年度 

〇〇年度 

 

〇〇～〇〇

年度 

目標（人数） 実績（人数） 

 人  人 

事業名 目標（人数） 実績（人数） 備考 

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

合計  人  人  

事業名 目標（人数） 実績（人数） 備考 

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

合計  人  人  

事業名 目標（人数） 実績（人数） 備考 

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

〇〇〇事業  人  人  

合計  人  人  



様式第１号（第２条関係） 

１０ 就職者の職場定着を支援する視点から、さまざまな課題を抱えた就職者に対応するための、 

創意工夫や効果的な取組み 

 

 

 

 

 

１１ 企業支援における創意工夫や成果 

 

 

 

 

 

１２ 企業にさまざまな課題をもった人を受け入れてもらうため、提案した内容や実績 

 

 

 

 

 

 

【参考】支援組織としての活動を行うにあたり、国、地方公共団体等の事業を活用する場合には、 

下表に記載してください。 

※本項目は、大阪府が事業の参考にするもので、認定に係る審査には影響しません。 

 

事業名 事業の概要 事業の所管団体 

   

   

   

 

留意事項 

û 各取組み内容について、記載しきれない場合は、概要を記載し、別用紙に記載し添付してく

ださい。 

 

その他添付資料  

□ 定款又は、寄附行為                      

□ 事業所概要（パンフレット等）  

□ 記載した取組みが確認できる資料 



様式第１号（第２条関係） 

１－１ グループ構成法人等一覧 

 

名称 代表者職氏名 所在地 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

グループを構成する法人等が就労支援を行っている場合には、それぞれの法人等で「５ 

支援員の配置状況」、「９ 就職者数の目標設定等」を算出し、支援の内容が分かる資料を

添付してください。 
 

 



様式第２号（第３条関係） 

 

   年   月   日 

 

 （認定事業者 名称・代表者） 様 

 

                          大 阪 府 知 事 

 

 

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

障がい者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の認定通知書 

 

 

 

   年   月   日付の認定申請については、大阪府障害者等の雇用の

促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環境整備等支援組織

の認定等実施要綱第３条に定める認定基準に基づき、次のとおり認定しました

ので通知します。 

 

 

 １ 認 定 年 月 日 

 

 

 ２ 認 定 番 号 

 

 

 

 

（注意事項） 

・障がい者等の職場環境整備等支援組織（以下、支援組織という）は、府を当事者の一方と

する契約に応じようとする事業者から障害者等の職場環境整備にかかる相談があった場

合は、公平に応じるよう努めること。 

・府を当事者の一方とする契約に応じる事業者等への障害者等の職場環境整備にかかる支

援において、金品などの対価を求めないこと。 

・事業者等への支援活動を記録し、年度終了後一月以内に活動内容を報告すること。 

・認定事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届（様式第４号）により、知事に届

け出ること。 

・認定を辞退するときは、辞退届（様式第５号）により、知事に届け出ること。 

・暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められないこと。 

 



様式第３号（第３条関係） 

   年   月   日 

 

 

 （申請事業者 名称・代表者） 様 

 

 

                              大 阪 府 知 事 

 

 

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の不認定通知書 

 

 

 

    年   月   日付の認定申請については、次の理由により認定しないこと

としたので、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者

等の職場環境整備等支援組織の認定等実施要綱第３条の規定により通知します。 

 

 

 

１ 不認定理由 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第６条関係） 

 

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の認定事項変更届出 

 

   年   月   日 

 

  大 阪 府 知 事  様 

 

                所 在 地 

                事業者名称 

                代表者氏名                 印 

 

 

     年   月   日付認定番号第    号で認定を受けた障害者等の職場

環境整備等支援組織認定について、次のとおり変更が生じましたので、大阪府障害者等の

雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環境整備等支援組織の

認定等実施要綱第６条の規定により届け出ます。 

 

 

変更年月日 

 

変更の内容 

 

変更の理由 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第７条関係） 

 

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の認定辞退届 

 

   年   月   日 

 

  大 阪 府 知 事  様 

 

                所 在 地 

                事業者名称 

                代表者氏名                 印 

 

 

     年   月   日付認定番号第    号で認定を受けた、大阪府障害者

等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環境整備等支援組

織認定について、次のとおり認定を辞退しますので、大阪府障害者等の雇用の促進等と就

労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環境整備等支援組織の認定等実施要綱第

７条の規定により届け出ます。 

 

 

 

辞退年月日 

 

辞退理由 

 

 

 

 

 



 

様式第６号（第９条関係） 

   年   月   日 

 

 

 （認定事業者 名称・代表者） 様 

 

 

                              大 阪 府 知 事 

 

 

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める 

障害者等の職場環境整備等支援組織（生活困窮者分野）の認定取消通知書 

 

 

 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環

境整備等支援組織の認定等実施要綱の認定について、次の理由により認定を取り消しす

ることとしたので、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める

障害者等の職場環境整備等支援組織の認定等実施要綱第９条第２項の規定により通知し

ます。 

 

 

 

１ 認定取消理由 

 

 大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例に定める障害者等の職場環

境整備等支援組織の認定等実施要綱第９条第１項第  号の規定による。 

 

 

＜参考＞ 

 

（認定の取消し） 

第９条 知事は、支援組織の認定を受けた者が、条例第１１条の二第４項に規定する

ほか、次のいずれかに該当すると判断したときは、認定を取り消すことができる。 

（１）支援組織が、その営業を廃止又は休止したとき。 

 （２）申請内容又は添付資料の記載事項を故意に偽ったことが判明したとき。 

 （３）支援組織の活動を行うに当たって、不誠実又は不正な行為があったと知事が 

認めるとき。 

 （４）他の支援組織の活動等を妨害したとき。 

 （５）支援組織が活動を行うに当たって、法令等の規定により官公署の免許、許可

又は認可等必要とする資格を有しなくなったとき。 

 （６）条例第十一条の二第３項に規定する知事からの求めに応じないとき。 

 （７）その他、認定にふさわしくないと知事が認めるとき。 

 




